
役 員 等 報 酬 規 程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人甲山福祉センター（以下「法人」という。）の役員及び評議員等の報酬

等について定めるものである。 

（定 義） 

第２条 本規程でいう役員等とは、法人の理事、評議員、監事、顧問をいう。 

  ２ 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。 

 

（理事会及び評議員会の出席報酬） 

第３条 役員等が理事会及び評議員会に出席した時は、別表１により報酬及び交通費を支払う事が出来る。 

  ２ 交通費は実費とする。 

（理事及び評議員、顧問の報酬） 

第４条 理事及び評議員、顧問が、理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及

び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表２により報酬及び交通費を支払うことが出来る。 

  ２ 交通費は実費とする。 

（監事の報酬等） 

第５条 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人業務及び施設の運営のための業務にあたった

場合は、別表２により報酬及び交通費を支払うことが出来る。 

  ２ 法人及び施設の指導監査への立会い及び監査の業務にあたった場合は、別表３により報酬及び交

通費を支払う事が出来る。 

  ３ 交通費は実費とする。 

（役員等の出張） 

第６条 理事長の招請により第２条に掲げる者が、法人業務の為出張する場合は、別表２により報酬及び

法人職員旅費規則に基づき旅費を支払うことが出来る。 

  ２ 宿泊を伴う場合は、職員旅費規則に基づき宿泊料を支払う事ができる。 

（適用除外） 

第７条 施設の職員を兼務する役員等は、この規程を適用しない。 

（改廃） 

第８条 本規程の改廃は、理事会の議決を経なければならない。 

（附 則） 

１．この規程は、平成元年４月１日から施行する。 

２．この規程は、平成４年１０月１日から施行する。 

３．この規程は、平成７年１月１日から施行する。 

４．この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

５．この規程は、平成１８年９月２０日から施行する。 

  第４条１項 実費弁償額の変更。 

６．この規程は、平成２２年３月２４日から施行する。（第４条１項 実費弁償額の変更） 



７．この規程は、平成２３年４月１日から施行する。（第４条１項 実費弁償額の変更） 

   ８．この規程は、平成２５年４月１日から施行する。（全面改訂） 

   ９．この規程は、平成２９年４月１日から施行する。(定款及び定款細則の変更による。) 

 

 

 

 

 

別表 １（第３条関係） 

 報酬額 交通費 

理事会及び評議員会出席 １２，４８０ 実費 

 

 

 

別表 ２（第４条及び第５条第１項及び第６条関係） 

 報酬額 交通費 

法人及び施設業務等 １２，４８０ 実費 

法人業務による出張 １２，４８０ 法人職員旅費規則に基づく 

宿 泊 料 法人職員旅費規則に基づく 法人職員旅費規則に基づく 

 

 

別表 ３（第５条第２項関係） 

 報酬額 交通費 

指導監査立会い（３時間未満） ３２，０００ 実費 

指導監査立会い（３時間以上） ４９，０００ 実費 

監事監査 ５７，５００ 実費 

 


